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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリ発光と通常発光との双方の発光機能を備えたストロボ内蔵カメラにおいて、
　撮影時の測光結果が所定輝度未満の場合には、該測光結果の輝度に応じて暗いほど多く
の回数でプリ発光を行い、ファインダを介して見た被写体のフレーミングを修正するため
に１秒程度の待ち時間を経過した後に測光、測距した結果で撮影処理を行うフレーミング
補助機能を有することを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項２】
　請求項１記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記プリ発光後の待ち時間を、変更可能にしたことを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項３】
　請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記プリ発光後の待ち時間を待ち時間格納手段に格納しておき、プリ発光後の待ち時間
を調整可能にしたことを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項４】
　請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記プリ発光後の待ち時間を、調整可能にするモードを備えたことを特徴とするストロ
ボ内蔵カメラ。
【請求項５】
　請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
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　前記プリ発光後の待ち時間中に、ストロボ用蓄電手段の追加充電を行うことを特徴とす
るストロボ内蔵カメラ。
【請求項６】
　請求項５記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記フレーミング補助機能が有効な場合には、通常の充電レベルより高い充電レベルを
設定することを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項７】
　請求項５または請求項６記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記フレーミング補助機能が有効で前記プリ発光が実行された後、撮影釦半押し用のス
イッチがОＦＦされている場合には撮影を中断し、ストロボ用蓄電手段の充電を行うこと
を特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ストロボ内蔵カメラに関し、特に、追加部材無しで、暗黒時のフレーミング補
助を行うことが可能なストロボ内蔵カメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のストロボ内蔵カメラにおけるストロボ装置（フラッシュ装置）のなかには、本発光
のほかにプリ発光（テスト発光）の機能を備えたものがある。本発光がストロボ撮影時の
露光のために行われるのに対し、プリ発光は、本発光によって被写体に生じる陰影状態(
照明状態，反射の様子，被写体の影の方向・大きさ等)を、ファインダを通して撮影前に
確認するために行う。
【０００３】
プリ発光は、ストロボ装置を小光量で間欠発光させることにより行う。即ち、本発光に補
助照明として使用されるストロボ発光部をそのまま用い、発光量や発光タイミング，発光
周期をコントロールすることで、プリ発光モードに応じた間欠発光によりプリ発光を行う
。
プリ発光モードとしては、例えば、ポートレートモード(周波数２Ｈｚ，発光回数３回，
発光時間１秒間)やマクロモード(周波数４０Ｈｚ，発光回数１６０回，発光時間４秒間)
がある。
【０００４】
ところで、近年、市販のオートフォーカス一眼レフカメラのなかには、アイコントロール
機能を有するものが知られている。この機能によれば、視線入力による測距点選択等が可
能である。
【０００５】
即ち、使用者がファインダを覗いてファインダ視野内に設けられている複数のフォーカス
エリアのうちの１つを見ながら、シャッターボタンを半押しする。すると、使用者の視線
を視線検出用ＣＣＤ(Charge　Coupled　Device)エリアセンサが検知し、その検知された
視線位置にあるフォーカスエリアが選択される。そして、その選択されたフォーカスエリ
アでのピント状態が検出され、その検出結果に基づいたレンズ駆動によって、オートフォ
ーカスが行われる。
【０００６】
しかし、前述のプリ発光中にオートフォーカスの起動を指示する操作(シャッターボタン
の半押し，接眼検知動作等)が行われると、撮影者の意図していない被写体(プリ発光中に
合焦状態にある主被写体以外の被写体)にピントを合わせるようにオートフォーカス動作
が行われてしまい、その結果、被写体像のピント状態が変化してしまう場合がある。
【０００７】
かかるオートフォーカス動作としては、例えば、大きくピントのズレた位置にある被写体
(主被写体の背景等)にピントを合わせるために行われるレンズ駆動動作や、低コントラス



(3) JP 4314014 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

トの被写体にピントを合わせるために行われるローコントラストスキャン動作等が挙げら
れる。
このように被写体像のピント状態が変化すると、ファインダを通した前記陰影状態の確認
作業が中断されるという問題が生じる。
【０００８】
また、プリ発光中、使用者はファインダ内を覗きながら被写体全体を捉えようとするので
、常に主被写体を的確に捉えているとは限らない。従って、視線入力による測距点選択が
可能な前記カメラにおいて、プリ発光中にオートフォーカスの起動を指示する前記視線検
知が行われると、上記と同様、撮影者の意図していない被写体にピントを合わせるように
オートフォーカス動作が行われてしまう。その結果、被写体像のピント状態が変化してし
まう場合がある。
従って、この場合もファインダを通した前記陰影状態の確認作業が中断されるという問題
が生じる。
【０００９】
前記陰影状態の確認作業を中断させる原因は、オートフォーカス動作によるピント状態の
変化に限らない。例えば、ズーミング，２焦点以上の焦点切換えによって焦点距離が変化
した場合や、トリミング撮影，パノラマ撮影時にファインダ視野の切換えを行った場合等
に生じる画角変化のように、ファインダを通して確認される被写体像状態がプリ発光中に
変化すれば、上記確認作業は中断されてしまう。
【００１０】
また、カメラが、オートフォーカスによって得られた撮影距離に基づいて最適な撮影倍率
となるようにズーミングを行う機能(オートズーム機能)を備えている場合には、オートフ
ォーカスにズーミングが連動してしまうため、ピント状態変化に画角変化が伴って被写体
像状態が変化することになる。
【００１１】
以上の問題点を解決するために、プリ発光中に被写体像状態の設定を指示する操作が行わ
れても、本発光によって被写体に生じる陰影状態を、ファインダを通して撮影前に確認す
る作業が中断されないようにしたカメラシステムが提案されている(特許文献１参照)。
【００１２】
そして、この従来技術の発明では、プリ発光中にピント状態の設定を指示するオートフォ
ーカス操作が行われても、マイコン（制御手段）が、プリ発光中の(ファインダで確認さ
れる)ピント状態が変化しないように、フォーカス駆動部のオートフォーカス動作を制御
するようにしている。
【００１３】
【特許文献１】
特開平８－１９０１３６号公報　（第１頁）
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来技術では、被写体の陰影を確認する為に一連の撮影動作とは無関
係のプリ発光や、赤目防止のための本発光前のプリ発光は行われていたものの、一連の撮
影動作の中で、プリ発光を行い、フレーミング変更時間経過後、一連の撮影動作を行うこ
とはしていない。
【００１５】
ここに、フレーミングとは、被写体のファインダ内の配置を、確認することをいう。この
フレーミング変更時間を確保できれば、フレーミングのズレによる失敗写真を無くすこと
ができる。
【００１６】
また、ストロボ（ストロボ装置）を使用しない場合（暗黒時や暗黒時に近い状態）のフレ
ーミングを補助するためのプリ発光はなかった。このようなことが可能になれば、フレー
ミングのズレによる失敗写真を無くすことができる。
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【００１７】
本発明は、上記の事情にかんがみなされたもので、追加部材無しで、暗黒時のフレーミン
グ補助を行うことが可能なストロボ内蔵カメラの提供を目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため請求項１記載の発明は、プリ発光と通常発光との双方の発光機
能を備えたストロボ内蔵カメラにおいて、撮影時の測光結果が所定輝度未満の場合には、
該測光結果の輝度に応じて暗いほど多くの回数でプリ発光を行い、ファインダを介して見
た被写体のフレーミングを修正するために１秒程度の待ち時間を経過した後に測光、測距
した結果で撮影処理を行うフレーミング補助機能を有する構成としてある。
【００１９】
このようにすれば、例えば、図４のステップＳ１→ステップＳ４（基準値未満）→ステッ
プＳ５→ステップＳ６のように、撮影時の測光結果が所定輝度未満の場合には、プリ発光
を行い、所定時間経過後、通常の撮影処理を行う構成としてあるので、ファインダを介し
て見た被写体が暗くて良く確認できない場合には、確保した所定時間の間に被写体のファ
インダ上の配置を十分確認できる。
【００２０】
従って、ファインダ上の被写体配置未確認によるピンぼけや露出オーバー（アンダー）等
の失敗写真を防止できる。また、プリ発光により瞳孔の開きを小さくするので、いわゆる
赤目を防止できる。
【００２７】
このようにすれば、例えば、図５に示すように、ラフ発光の結果により輝度レベルに応じ
てプリ発光の発光回数を変更できるので、例えば１回のプリ発光では被写体を十分確認で
きない場合でも、数回プリ発光を繰り返すことにより被写体を十分確認できる。従って、
失敗写真が無くなる。
【００３１】
　次に請求項２記載の発明は、請求項１記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記プリ発
光後の待ち時間を変更可能にした構成としてある。
このようにすれば、プリ発光後の待ち時間をユーザの好みに応じて変更できるので、ユー
ザが納得したフレーミングを行うことができる。
【００３２】
　次に請求項３記載の発明は、請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記プリ発
光後の待ち時間を待ち時間格納手段に格納しておき、プリ発光後の待ち時間を調整可能に
した構成としてある。
【００３３】
このようにすれば、待ち時間格納手段（例えば図１のEEPROM部３０）のプリ発光後の待ち
時間の格納値を変更できるので、ユーザが納得したフレーミングを行うことができる。
【００３４】
　次に請求項４記載の発明は、請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記プリ発
光後の待ち時間を、調整可能にするモードを構成としてある。
　このようにすれば、調整可能のモードとしては、例えば既存のズーム釦（ｚｏｏｍＴ，
Ｗ釦）を使用するので追加の釦が不要となり、カメラのコストアップを抑制し、且つ使い
勝手良くプリ発光の光量を設定できる。
【００３５】
　次に請求項５記載の発明は、請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記プリ発
光後の待ち時間中に、ストロボ用蓄電手段の追加充電を行う構成としてある。
　このようにすれば、プリ発光後の待ち時間中にストロボ用蓄電手段（図示省略のコンデ
ンサ）の追加充電を行うので、本発光の際の発光量低下を抑制できる。
【００３６】
　次に請求項６記載の発明は、請求項５記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記フレー
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ミング補助機能が有効な場合には、通常の充電レベルより高い充電レベルを設定する構成
としてある。
　このようにすれば、フレーミング補助機能が有効な場合には、通常より高い充電レベル
で充電するので、本発光の際の発光量低下を抑制できる。
【００３７】
　次に請求項７記載の発明は、請求項５～請求項６記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
前記フレーミング補助機能が有効で前記プリ発光が実行された後、撮影釦半押し用のスイ
ッチがОＦＦされている場合には、撮影を中断し、ストロボ用蓄電手段の充電を行う構成
としてある。
【００３８】
このようにすれば、例えば図４のステップＳ１→ステップＳ４：基準値未満→ステップＳ
５→ステップＳ７：ОＦＦ→ステップＳ１７→ステップＳ１８の処理を行うので、ストロ
ボ用蓄電手段（コンデンサ）にストロボ用の充電が可能となり、ストロボ発光に十分な光
量を確保できる。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。図１は本実施形態のブロック図であ
る。
図１に示すように、ストロボ内蔵カメラＳＮは、制御部１０と、ストロボ部２０と、ＥＥ
ＰＲＯＭ部３０と、表示部４０と、第１～第４のスイッチ５１～５４とを備えてなる。
【００４０】
制御部１０は、ストロボ内蔵カメラＳＮの全機能を制御し、マイクロコンピュータ(マイ
コン)などからなる（後述）。ストロボ部２０は、補助照明がなく、適正な撮影を行うこ
とが困難な被写体輝度の場合に、補助的な照明を行うための装置である（後述）。
【００４１】
ＥＥＰＲＯＭ部３０は不揮発性メモリであり、標準的な発光時間（または発光回数），フ
レーミング修正時間のパラメータ等を格納する。
なお、前記パラメータは、図２に示すように、ユーザが設定変更可能にしてもよいし（カ
スタマイズモード）、サービスセンタなどでカスタマイズする方法をとってもよい。図２
は、パラメータ修正モードの例を示す図である。
表示部４０は液晶等からなり、フィルムカウンタに使用する（図２参照）。ユーザが被写
体の撮影部分を確認するのに使用する。
【００４２】
第1のスイッチ（ＲＬ１）５１および第２のスイッチ５２（ＲＬ２）は、撮影を行うため
のスイッチである。
第1のスイッチ５１は「撮影釦半押し用」のスイッチであり、第1のスイッチ５１が押され
ると、測光，測距，レンズ駆動（フォーカシング）等を行う。
続いて、「撮影釦押し込み用」の第２のスイッチ５２が押されると、シャッタ開閉，レン
ズ駆動（初期位置に復帰），フィルム給送，ストロボ充電（ストロボ禁止モード時以外）
を行い、一連の撮影動作を終了する。
【００４３】
第３のスイッチ５３はズーム用スイッチであり、５３ａは望遠用（zoom　T）スイッチで
あり、５３ｂはワイド用（zoom　W）スイッチである（図２参照）。第４のスイッチ５４
は、ＥＥＰＲＯＭ部３０のパラメータを修正する場合に使用するスイッチである。
【００４４】
次に、ストロボ部２０に対する制御部１０による制御を説明する。
ストロボ部２０は撮影時の被写体照明以外の目的（即ち、プリ発光）にも使用するため、
あらかじめ決められた２種類の高い電圧レベルと低い電圧レベルに対応した発光量に制御
する。
【００４５】
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即ち、図３に示すように、プリ発光機能（フレーミング補助機能）が有効な場合には、プ
リ発光を行っても以後行われる通常のストロボ撮影に支障の無い、通常の充電レベルより
高い電圧レベルを設定する。逆に、プリ発光機能が無効な場合には、通常の撮影可能な規
定の発光光量が確保できるレベルに設定する。
充電レベルに関しては、通常の撮影可能レベルが３００Ｖ、フルチャージレベルが３２０
Ｖと仮定すると、その間に設定する。即ち、プリ発光量の設定状態により、失われる分の
充電電圧を補うことが可能な充電レベルに設定する。フレーミング用の待ち時間時の充電
も同様に行う。
なお、制御部１０が発光コントロール端子を制御（必要時間アクティブレベルにする）す
ることで、発光光量を自在にコントロール可能な構成となっている。
【００４６】
次に、図４～図５を参照しつつ、本実施形態の動作を説明する。
図４は本実施形態のフローチャート、図５は発行時間（回数），待ち時間の変化をさせる
例を説明する図である。
【００４７】
図４に示すように、第１のスイッチ（ＲＬ１）５１ がＯＮされると（ステップＳ１）、
ストロボ発光，レンズ駆動等に使用するバッテリのチェック（ＢＣ）が行われ（ステップ
Ｓ２）、測光が行われる（ステップＳ３）。
この測光動作は測光エリア全体の輝度（被写体輝度）をラフに測定する為のものである。
測光センサが、複数の部分に分割されている場合は、可能な限り周辺部のセンサで判定を
行うか、または、画面全体の平均的な輝度を測光する。
【００４８】
ステップＳ３における輝度レベルの測光結果が、基準値未満（ここでは、ＬＶ３以下（図
５参照））の場合は、ファインダ（図示省略）により被写体全体の状況をつかめる状態に
無いと判断し（ステップＳ４：基準値未満）、ストロボ部２０を短時間発光（プレ発光）
させ、被写体の照明を行う（ステップＳ５）。
【００４９】
ここの発光時間は、被写体の輝度に応じて、図５に示すように、より暗い場合は（例えば
、輝度レベル（ＬＶ）０未満）発光時間を長く（または光量を同じにして短時間発光の発
光回数を多く）する。
比較的明るい場合は（例えば、輝度レベル（ＬＶ）４）、発光時間を短く（または発光回
数を少なく）する。発光時間の長短等は、前述のようにＥＥＰＲＯＭ部３０にパラメータ
として、格納されている。
【００５０】
ストロボ発光後、通常の撮影動作に移行する前に、標準で１秒程度の待ち時間を設けて、
その時間をフレーミング修正時間（ユーザがフレーミングを修正するために確保する時間
）とする。フレーミング修正時間の長短等は、前述のようにＥＥＰＲＯＭ部３０にパラメ
ータとして格納されている。
【００５１】
また、フレーミング修正時間を利用して、ストロボ用コンデンサの追加充電を行い（スト
ロボ充電）、発光によって失われたエネルギーを補う方式をとれば、実撮影時の光量をよ
り大きくすることが可能である（ステップＳ６）。
【００５２】
プリ発光後、第１のスイッチ５１が離されていれば（ステップＳ７：ОＦＦ）、撮影動作
を中断し、直ちにストロボ充電を行うことにより（ステップＳ１７）、次のフレーミング
を行うことが可能になる（ステップＳ１８）。
【００５３】
フレーミング修正時間の後であっても、第１のスイッチ５１が押されていれば、正規の測
光，測距，フォーカシング等の撮影動作を行う（ステップＳ７：ОＮ）。
即ち、測光を行い（ステップＳ８）、測距を行い（ステップＳ９）、必要に応じてストロ



(7) JP 4314014 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

ボ充電を行い（ステップＳ１０）、フォーカス駆動を行う（ステップＳ１１）。
【００５４】
そして、「撮影釦押し込み用」の第２のスイッチ（ＲＬ２）５２が押されると（ステップ
Ｓ１２：ОＮ）、以下のステップＳ１４～ステップＳ１８のＲＬ２処理を行う（ステップ
Ｓ１３）。
即ち、シャッタの開閉を行い（ステップＳ１４）、フォーカス駆動を行い（ステップＳ１
５）、フィルム給送を行い（ステップＳ１６）、ストロボ充電を行い（ステップＳ１７）
、一連の撮影処理を終了する（ステップＳ１８）。
【００５５】
前記ステップＳ１２において、第２のスイッチ（ＲＬ２）５２がОＦＦの場合には（ステ
ップＳ１２：ОＦＦ）、第１のスイッチ（ＲＬ１）５１がОＦＦであれば（ステップＳ１
９：ОＦＦ）、フォーカス駆動を戻し（ステップＳ２０）、処理を終了する（ステップＳ
２１）。
【００５６】
以上の構成および処理により、従来、オートフォーカス（ＡＦ）の測距能力，ストロボの
照明能力としては充分に撮影可能な範囲内の被写体であるにも拘わらず、ファインダで良
く被写体を確認できない輝度であるため、充分なフレーミングが不可能であったり、ＡＦ
測距範囲を外したりして、ピンぼけや露出オーバー（アンダー）等の失敗写真となってい
た不具合を防止できる。
【００５７】
また、従来の構成に、部品を追加する必要がなく、一連の撮影の流れの中で自然な操作感
を得ることができるので、コストをアップすることなく実質的な使い勝手を向上させるこ
とが可能となる。
【００５８】
また、発光時間（回数），待ち時間等のパラメータデータを不揮発性メモリ（EEPROM）に
格納しておき、例えば、パラメータ修正モードを設けて、パラメータ設定モードが設定さ
れている場合は、ズーム釦等によりパラメータのアップダウンができるような構成とする
ことで、各ユーザの使い勝手に合わせて、より実用的な構成とすることができる。
【００５９】
また、一連の撮影の流れの中で、被写体が非常に暗い場合には、まずラフなフレーミング
を行い、プリ発光により被写体を再確認し、フレーミングを修正後、本撮影を行うことが
できる。
【００６０】
従って、従来被写体が暗い場合にフレーミングがいい加減になり、ひどい場合には、ＡＦ
フレームから被写体がずれてピンぼけ写真となる事態を減らすことが可能である。また、
ストロボを使用しない場合にも、フレーミング補助機能を使用することが可能となり、第
１のスイッチ５１のON-OFF を繰り返すことにより、何度でもフレーミングを修正し、正
確な写真撮影を行うことが可能になる。
【００６１】
なお、前記実施形態では銀塩フィルムの場合を説明したが、ファインダに液晶等からなる
表示装置を備えたデジタルカメラにおいても、本発明を適用可能であるのは勿論である。
【００６２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、以下の効果を発揮することができる。
　請求項１記載の発明によれば、撮影時の測光結果が所定輝度未満の場合には、該測光結
果の輝度に応じて暗いほど多くの回数でプリ発光を行い、ファインダを介して見た被写体
のフレーミングを修正するために１秒程度の待ち時間を経過した後に測光、測距した結果
で撮影処理を行うフレーミング補助機能を有する構成としてあるので、ファインダを介し
て見た被写体が暗くて良く確認できない場合には、確保した所定時間の間に被写体のファ
インダ上の配置を十分確認できる。
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【００６３】
従って、ファインダ上の被写体配置未確認によるピンぼけや露出オーバー（アンダー）等
の失敗写真を防止できる。また、プリ発光により瞳孔の開きを小さくするので、いわゆる
赤目を防止できる。
【００６６】
　さらに、請求項１記載の発明によれば、例えば１回のプリ発光では被写体を十分確認で
きない場合でも、数回プリ発光を繰り返すことにより被写体を十分確認できる。従って、
失敗写真が無くなる。
【００６９】
　請求項２記載の発明によれば、プリ発光後の待ち時間をユーザの好みに応じて変更でき
るので、ユーザが納得したフレーミングを行うことができる。
　請求項３記載の発明によれば、待ち時間格納手段のプリ発光後の待ち時間の格納値を変
更できるので、ユーザが納得したフレーミングを行うことができる。
【００７０】
　請求項４記載の発明によれば、プリ発光後の待ち時間を調整可能にするモードとして、
例えば既存のズーム釦を使用するので、追加の釦が不要となり、カメラのコストアップを
抑制し、且つ使い勝手良くプリ発光の光量を設定できる。
【００７１】
　請求項５記載の発明によれば、プリ発光後の待ち時間中にストロボ用蓄電手段の追加充
電を行うので、本発光の際の発光量低下を抑制できる。
　請求項６記載の発明によれば、フレーミング補助機能が有効な場合には、通常より高い
充電レベルで充電するので、本発光の際の発光量低下を抑制できる。
【００７２】
　請求項７記載の発明によれば、フレーミング補助機能が有効で前記プリ発光が実行され
た後、撮影釦半押し用のスイッチがОＦＦされている場合には、撮影を中断し、ストロボ
用蓄電手段の充電を行う構成としてあるので、ストロボ用蓄電手段にストロボ用の充電が
可能となり、ストロボ発光に十分な光量を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態のブロック図である。
【図２】同実施形態における、パラメータ修正モードの例を示す図である。
【図３】同実施形態における、ストロボ用コンデンサへの充電レベルを説明する図である
。
【図４】同実施形態における、フローチャートである。
【図５】同実施形態における、発光時間（回数），待ち時間の変化をさせる例を説明する
図である。
【符号の説明】
ＳＮ　ストロボ内蔵カメラ
１０　制御部
２０　ストロボ部
３０　ＥＥＰＲＯＭ部
４０　表示部
５１　第１のスイッチ
５２　第２のスイッチ
５３　第３のスイッチ
５３ａ　第３のスイッチにおける望遠用スイッチ
５３ｂ　第３のスイッチにおけるワイド用スイッチ
５４　第４のスイッチ
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